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【三重労働局雇用環境・均等室 藤田】 

それでは、全員お揃いですので、定刻より早いですが、令和７年度第２回三重地方労働

審議会を開催いたします。私は本日の進行を務めます、雇用環境・均等室の藤田と申しま

す。どうぞよろしくお願いします。はじめに事務局から何点かご説明いたします。まず本

日の審議会の委員の充足状況をご報告いたします。委員１８名中１７名の出席をいただい

ており、地方労働審議会令第８条第１項に規定する委員の２／３以上の出席が確認されま

したので、当審議会は成立していることをご報告いたします。なお、公益代表委員の園部

委員につきましては、欠席のご連絡をいただいております。 

次に、議事録及び発言者の公開についてです。当審議会の内容につきましては、議事録

を作成して当局のＨＰに公開させていただきます。委員の皆様には事前に内容のご確認を

お願いした上で、発言者のお名前も公開させていただきますので、あらかじめご了承くだ

さい。 

次に、配布している資料の確認をお願いいたします。事項書と配布一覧を付けておりま

すが、審議会名簿、座席表、地方労働審議会令、三重地方労働審議会運営規定、令和７年

度三重労働局の取組状況について、令和８年度三重労働局行政運営方針案、参考資料のチ

ラシを付けてございます。不足がございましたら、挙手にて事務局までお知らせくださ

い。それでは審議会の開催にあたり、三重労働局長の石田からご挨拶を申し上げます。  

 

【三重労働局 局長 石田】 

おはようございます。三重労働局長の石田でございます。本日はお忙しい中、第２回三

重地方審議会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。また、日頃より当局

の行政運営に多大なるご協力ご理解賜りまして厚く御礼申し上げます。 

労働局では、今年も様々な政策課題に対応してまいりましたが、とりわけ、大きく２点

を最重点と位置付けて推進してきました。一つは賃上げの環境整備でございます。地域経

済の持続的な成長を支えるための賃上げ環境整備は、これまで以上に重要性が増していま

す。２月には、行政、労使が共通理解を深め、協働で進めるということを目的としまし

て、地方版政労使会議を開催いたしました。開催にあたりましては、本日のご出席の委員

の皆様にも多大なるご尽力を賜りましたこと改めて感謝申し上げます。労働局といたしま

しては、今後も皆様と緊密に連携して価格転嫁の推進、生産性の向上に向けた支援など賃

上げを後押しする施策に取り組んでまいりたいと思います。 

地域経済の活力を維持・向上させるために欠かすことのできないもう一つの課題といた

しましては、人手不足への対応でございます。直近の有効求人倍率は１．１６倍と昨年の

９月以降は１．１倍台後半を推移しており、多くの企業におきまして、依然として人材確

保が大きな課題となっております。こうした状況に対応するため、労働局ではマッチング

支援の強化、多様な人材の活躍促進、職場定着の支援など関係機関と連携しながら、施策

を進めてまいりましたが、地域の労働力不足の現状を踏まえますと、今後さらに取り組み
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を加速させていく必要があるものと考えているところでございます。本日の審議会では、

下期を中心に労働局の重要施策への取組状況や来年度に向けた課題、また、令和８年度の

行政運営方針につきまして、ご審議をお願いしたいと思います。それぞれの現場で得られ

た気付きですとか、日頃、お感じになっていることについて、率直にお聞かせいただくこ

とで、行政から見えにくい点への気づきを頂戴できれば大変ありがたいと思っておりま

す。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

【三重労働局雇用環境・均等室 藤田】 

ここからの議事の進行につきましては、三重地方労働審議会運営規定第４条の規定に基

づきまして、馬原会長にお願いします。馬原会長どうぞよろしくお願いします。 

 

【馬原会長】 

皆様、おはようございます。今ご紹介に預かりました会長の馬原でございます。議事進

行の前にご挨拶を申し上げたいと思います。ご承知のとおり、原油価格の高騰がささやか

れる中、今局長が話されたとおり、人手が不足しているなど景気に悪影響を与えそうな材

料が、毎日のように報道で聞こえてくる状況でございます。メディアでもさかんに吹聴し

ていますので、そのようなマインドが蔓延している状況ではありますが、このような危機

の時は、ある意味、変化の時でもあって、見方によってはチャンスにもなると思います。 

４０～５０年前の話ですが、オイルショックを契機にしまして日本では省エネを進め

て、脱エネルギー社会を作るきっかけになったわけです。社会構造の転換を図るという意

味では、危機の状況は、積極的なきっかけになるかもしれないというところですので、あ

まり景気のいいニュースではありませんが、是非このような状況を積極的に活かすような

議論ができればと考えております。 

委員の皆様には、幅広い見識と豊かなご経験をもとにご意見をいただきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは議事に入りたいと思います。まず三重

労働局からご説明いただきまして、委員の皆様からご質問等ご意見をお願いしたいと思い

ます。それではご説明をお願いします。 

 

【三重労働局雇用環境・均等室 雇用環境・均等室長 矢島】 

三重労働局雇用環境・均等室長の矢島でございます。日頃より、労働行政、雇用環境・

均等行政にご理解・ご協力をいただきまして、深く感謝を申し上げます。 

本日は、三重労働局の取組状況と令和８年度三重労働局行政運営方針についてご説明い

たします。資料ナンバーは振ってございませんが、こちらの資料と行政運営方針のほうを

使ってご説明申し上げます。着座にてご説明させていただきます。失礼いたします。 

最初に、令和７年度の三重労働局の取組状況についてご説明いたします。資料の４ペー

ジをご覧ください。まず「賃上げに向けた中小企業・小規模事業者の支援」、それから
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「非正規雇用労働者への支援」についてですが、賃上げに向けた機運の醸成につきまして

は、先ほど局長の説明にもございましたけれども、令和８年２月１２日に地方版政労使会

議を開催いたしました。一見知事をはじめ、労使団体の代表者の方々、関係行政機関にご

参加いただきまして、賃金引上げに向けた取り組み、課題などについて、様々なご意見を

いただいたとこでございます。本日ご出席の皆様にもご協力をいただいておりまして、感

謝申し上げます。今年度はサブテーマを「労務費を含む適切な価格転嫁等について」と定

めまして、賃上げが人材確保につながった事例を三重県の企業よりご発表いただき、さら

に地域全体で賃上げを後押ししていくことなどについて、共同メッセージを取りまとめま

して発表いたしました。来年度も引き続きやっていきたいと思いますので、まだ方向性は

これから示されるところでございますが、引き続きご協力をどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

賃上げに向けた中小企業小規模事業者の支援や非正規雇用労働者への支援につきまし

て、まず業務改善助成金につきましては、昨年度の件数を大幅に上回っておりまして、 

４３６件申請がございました。それから「同一労働同一賃金の遵守の徹底」につきまし

て、パートタイム・有期雇用労働法の報告徴収の実績を載せております。 １月末時点で

１８０件実施しております。昨年度より件数が減っているところですけれども、労働基準

部と連携して効果的に報告徴収を実施しているところでございます。また、今年度より同

一労働同一賃金をさらに多くの事業主の方にご理解いただくことを目的として、労働基準

部と連携して集団指導ですとか、説明会の場において、同一労働同一賃金についての説明

を行うという取り組みも行っており、今年度は３回実施しております。 

さらに、キャリアアップ助成金につきましても、令和７年度１月末時点で８９８件とい

うことで、こちらに記載のとおりでございます。 

続きまして、女性活躍に向けた取組でございます。資料の１３ページをご覧いただけれ

ばと思います。３月８日の国際女性デーに合わせて、都道府県の各県ごとのジェンダーギ

ャップ指数というのが公表されまして、かなり新聞でも取り上げられておりましたところ

です。三重県のジェンダーギャップ指数は経済分野でワースト１位という残念な結果でご

ざいました。この問題につきましては、三重県と連携し、情報交換を行うなど取り組んで

いるところでございますが、労働局といたしましては、今年の４月に施行されます改正女

性活躍推進法の情報公表、それから管理職比率ですとか、そういった男女の賃金差異の情

報を公表することが求められております。単に情報を公表することのみではなくて、公表

された数値の背景ですとか、その数値になった背景や課題を分析いただいて、改善に向け

て取り組んでいただくというところが非常に求められているところでございます。この点

を多くの企業様にご理解いただいた上で、着実に法が履行されるように説明会の開催等あ

らゆる機会を活用して、周知・啓発に取り組んでいるところでございます。 

えるぼし認定件数でございますけれども、令和７年度１月末時点で２３件認定しており

まして、前年度比から比較して６件認定しているところです。改定女活法では、女性の健
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康支援に取り組む企業を認定する新たな認定制度として、「えるぼしプラス」という制度

を新たに創設したところでございまして、こちらにつきましても、改正法と合わせて周知

に取り組んでまいりました。 

続きまして、ハラスメント防止に関しての取組でございます。１４ページをご覧いただ

ければと思います。相談状況につきましては、令和７年度１月末時点で、パワーハラスメ

ントが７３９件と最も多く、前年よりも増加しているところでございます。セクシュアル

ハラスメントや妊娠出産等に関する相談も増加傾向にございます。 

労働局では、法に基づくハラスメント防止措置の実施状況について報告徴収を行ってお

りまして、措置が不十分な事業主に対しては指導を実施しております。また、労使で紛争

が生じた場合、紛争解決の援助制度、それから調停制度を実施しております。こちらの件

数につきましても、記載のとおり昨年度より増加しているところでございます。引き続

き、報告徴収、紛争解決援助制度の活用を通じて法の履行確保を図ってまいります。 

また、カスタマーハラスメント及び求職者等セクシュアルハラスメントの防止措置につ

いて定めた、改正労働施策総合推進法等につきましても、女性活用推進法の改正と併せ

て、今年度説明会を３回開催して周知を行ったところでございます。 

１５ページにまいりまして、改正育児・介護休業法が令和７年４月と１０月に施行され

まして、事業主によります規定整備ですとか、環境整備措置の実施状況について報告徴収

を進めて履行確保を図っております。令和７年度の育児・介護休業法関連の報告徴収件数

は１２７件となっておりまして、前年度よりも積極的に実施しているところでございま

す。 

また、次世代育成支援対策推進法に基づきます、くるみん認定につきましても、法改正

の内容を説明会等で周知して、認定取得の促進に努めているところです。 

フリーランス取引適正化法につきましても、違反が疑われる事案に対して、調査や指導

を実施して関係機関と連携しながら、適正取引を推進しております。 

以上が、令和７年度における雇用活用均等状況の主な取り組みでございます。 

続きまして、もう一つの資料でございます、令和８年度の行政運営方針についてご説明

いたします。まず１枚めくっていただきまして、 １ページでございますけれども、最低

賃金の引き上げに向けた支援でございますが、こちらの参考資料としまして１枚添付させ

ていただいております、「令和８年度予算案における賃上げ支援助成金パッケージ」とい

うものを、本日お配りしております資料の最後に添付させていただいておりますが、これ

は令和８年度の予算案として盛り込まれているものでございまして、下線部分が変更・確

定内容でございます。こちらの支援策をご活用いただけるよう、周知してまいりたいと思

います。また、どういう風に、どういう時にどういう助成金を活用していけばいいのかわ

からない、という事業主の方のために、相談支援として「働き方改革推進支援センター」

とも連携して周知・促進をしていきたいと思います。 

行政運営方針の１ページに戻っていただきまして、政労使会議においても適切な価格転
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嫁が進むことの重要性についてのご意見が出ておりましたけれども、労務費の適切な価格

転嫁に関する指針及び改正取引適正化法の周知を行って、企業の皆様の賃上げの支援を行

ってまいります。 

同じく１ページの下の方に、（４）で同一労働同一賃金の遵守の徹底でございますけれ

ども、現在、非正規雇用労働者のさらなる待遇改善に向けて、同一労働同一賃金に係る省

令指針等の改正について、審議会において議論がされているところでございます。施行日

につきましては、まだ案の段階ですが、令和８年の秋頃を予定しておりまして、こちらに

つきましても、円滑な施行に向けて周知をしてまいりたいと思います。 

７ページにまいりまして、女性活躍推進の取組でございますけれども、改正法の確実な

履行確保を図ってまいります。また、えるぼし認定、それから後ほど、先ほども説明させ

ていただきましたくるみん認定につきましても、認定を取得することが企業の皆様にとっ

て、税制優遇ですとか、公共調達の加点といった目に見えるメリットだけではなくて、女

性が活躍している企業、それからくるみんにつきましては、「子育てサポート企業」とい

うアピールにもなっております。最近の就活生は、こうした情報に高くアンテナを張って

いるところでございますので、認定を取得することによって、優秀な人材の確保につなが

ると、また、離職せずに働き続けることができるということで、人材の定着につながると

いう大きなメリットがございますので、こうしたメリットをご理解いただけるように、積

極的に周知して取得勧奨をしてまいりたいと思います。 

８ページにまいりまして、令和８年１０月１日からカスタマーハラスメント及び求職者

等へのセクシュアルハラスメントへの措置が義務となります。カスタマーハラスメントに

つきましては、三重県の方にも条例制定の動きがございましたが、顧客等からの著しい迷

惑行為につきまして、労働者の就業環境の悪化はもちろんですけれども、企業の経営にお

いても大きな損失を与えると考えられます。今回カスタマーハラスメントの防止措置にお

いてカスハラに毅然とした対応で対応して、労働者を保護する旨の方針ですとか、一人で

対応させないことなど、あらかじめ対処の方針を定めて周知することなど、これ以外にも

ございますけれども、措置義務が定められております。また、求職者等のセクハラにつき

ましても、大きな社会問題となっておりまして、これから社会に出ていく方の未来に大き

なダメージを与えるということだけではなくて、優秀な人材が確保できなくなっていくと

いうことにもなりますので、今後引き続き事業主の方々への周知と合わせまして、職業安

定部とも連携して大学等への周知も行ってまいりたいと思います。 

それから４番目になりまして、仕事と育児・介護の両立支援について、でございますけ

れども、育児期の柔軟な働き方の措置や離職防止、介護離職防止のための個別周知や意向

確認等、改正育児介護休業法について、引き続き周知・啓発及び着実な履行確保のための

報告徴収を実施してまいりたいと思います。 

最後にちょっとページがとびまして、 １４ページになりますけれども、フリーランス

法つきましても、引き続き調査、相談対応、それから公正取引委員会ですとか、同法を所
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管している他の省庁と連携して、着実な履行確保を図ってまいりたいと思っております。 

私からの説明は以上とさせていただきます。 

 

【三重労働局労働基準部 労働基準部長 津田】 

続けて労働基準部長の津田でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

横長の資料の取組状況３ページを御覧ください。 

最低賃金の履行確保に関しましては、三重県最低賃金が１，０８７円で１１月２１日か

ら、２つの特定最低賃金が１，０９７円、１，１１１円で１２月２１日から発効していま

す。マスメディアを活用した周知を継続して行ってきたところです。また、本日御参集の

連合様、各使用者団体様のお力をお借りしながら、また三重県様、県内２９市町全ての地

方公共団体様のお力をお借りしながら、広報紙やホームページに御掲載をいただいたとこ

ろです。さらに、労働保険事務組合連合会の事業者約８，７００社に対して、案内するチ

ラシの裏面に最低賃金の周知を行わせていただいたところです。このほか、１月から３月

にかけて、県内の労働基準監督署において、最低賃金を守っていただくべく監督指導を実

施しています。引き続き、しっかり取り組んでまいります。 

１６ページを御覧ください。長時間労働の抑制です。１１月の「過労死等防止啓発月

間」に合わせ「過重労働解消キャンペーン」として、様々な取組を行ってきたところで

す。まず何より、しっかり長時間労働を是正していくことが重要であり、県内の労働基準

監督署において、過労死等が疑われるような月の時間外労働時間数・休日労働時間数の合

計が８０時間を超えていると考えられる事業場に対して、重点的な監督指導を実施してい

るところです。また、積極的な取組を行っているベストプラクティス企業に、毎年度労働

局長が訪問して、取組を取材させていただいています。本年度はセントラル硝子プロダク

ツ様をお伺いしました。また、過労死等はあってはならないということを、立場を超えて

県内に広くしっかりお伝えするため、１１月１８日にアストプラザにおいて過労死の防止

対策推進シンポジウムを開催しました。昨年を超える参加をいただいたところです。引き

続きこの重要性をしっかり伝えていきたいと考えておるところでございます。このほか、

自動車運転者、建設業、医師にも時間外労働の上限規制が適用され、２年度目を迎えたと

ころでございました。県内の労働基準監督署において、労働時間の説明会をしっかりやっ

ているところでございます。また、トラック運転者については、取引環境の適正化を図る

観点から、荷主の方々に、長時間の荷待ちをさせないことの要請を、運輸局のトラックＧ

メンに先駆けて、３年目の取組となりますが、継続して行ってきたところです。建設業に

おいては発注者からの受注に基づいて工事を行うわけですが、工期が短ければ長時間労働

になりかねないことから、工期の適正な設定と、必要な安全衛生経費の確保の取組を行っ

てきたところです。引き続き、令和８年度も、事業者の方々が時間外労働の上限規制を遵

守しやすいよう支援を行ってまいります。 

１７ページを御覧ください。労働災害防止の取組です。三重労働局では、かねてから独
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自の運動として「死亡災害ゼロ・アンダー２，０００みえ推進運動」を展開してきたとこ

ろです。文字どおり、死亡災害ゼロ、死傷者数２，０００人未満とすることを目標として

いるところです。災害発生状況は左下のグラフのとおり、速報値では若干減少していると

ころです。引き続き労働災害防止にしっかり取り組んでまいります。 

具体的な取組につきまして１８ページ以降に掲載しています。まず、本年度の災害発生

状況をとらえて、その都度、昨年にない取組をしてきたところでございます。夏は熱中症

の緊急要請をしたところですが、下期は、１２月に結婚式場の解体工事において、土砂に

埋まる死亡災害が発生したところです。振り返りますと、一昨年の暮れから昨年の１２月

までにかけて、３件の死亡災害が解体現場において発生したことを受け、解体業における

死亡災害の続発を受けた緊急要請を実施したところです。また、災害発生状況を見ますと

三次産業のうち、小売業・社会福祉施設以外の業種の災害発生が増加している状況が見受

けられたところです。これを受けて、先月２月に、これらの業種に対する災害防止の徹底

を要請したところです。こうした取組を含めまして、引き続き令和８年度も、「死亡災害

ゼロ・アンダー２，０００みえ推進運動」の標語「あせるな いそぐな おこたるな」の理

念を県内の事業者等にしっかり伝えていきたいと考えております。昨年１０月のこの運動

の大会においては、高年齢労働者の転倒災害の防止に力点を置いた取組事例の発表である

とか、健康体操を含む御講演をいただいたところです。 

１９ページを御覧ください。高年齢労働者の転倒災害、とりわけ小売業や社会福祉施設

での取組が重要だと考えております。今年度はこのＳＡＦＥ協議会の両協議会合同で、製

造業の現場をあえて視察させていただいて、製造業での災害防止、転倒防止の先進的な取

組を伺い、小売業・社会福祉施設での災害防止に役立てていただく取組を工夫して実施し

たところです。 

メンタルヘルス対策につきましては、目標７０％以上とするところ、現在７１％と若干

超えているところでございます。３年後には５０人未満の事業者にもストレスチェックの

実施が義務付けられることを受けまして、あらゆる機会を通じて周知を行っているところ

です。 

２０ページを御覧ください。治療と仕事の両立を支援していくことが重要です。１２月

１６日には、ここ医師会館の会場におきまして、ハイブリッド形式でセミナーを開催させ

ていただいたところです。 

また、どのような産業でも実は化学物質を取り扱いますが、例えば、清掃業者さんだ

と、様々な薬品を使用されますが、労働者の方々が化学物質にばく露するおそれがござい

ます。昨年から２月を「化学物質管理強調月間」と定めて、様々な周知を行っているとこ

ろです。また、石綿ばく露防止につきましても、これまで以上に取り組んでいるところ

で、工作物の解体工事の前には事前調査などが義務となっており、周知を行っているとこ

ろです。 

２１ページを御覧ください。労働基準監督署の基本任務２つでございます。申告があれ
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ばこれに対応し、重大・悪質な法違反に対しては司法処分に付する、そういうお声がなく

とも問題があると考えられる事業場に対して、しっかり監督指導を行ってきたところで

す。また、仕事中のけが・病気に遭われた方に対して、迅速適正に労災保険給付を行って

いくことが重要です。とりわけ、脳心臓疾患、精神障害に係る請求が増えている状況であ

り、引き続き、迅速適正な給付に努めてまいります。 

もう一つの資料、行政運営方針案について説明します。 

１ページを御覧ください。最低賃金につきましては、引き続き改正された場合には、そ

の周知と履行確保にしっかり取り組んでまいります。 

９ページを御覧ください。長時間労働の抑制に向けて、引き続き重点的な監督指導とと

もに、１１月の月間を中心にしっかりその抑制に取り組んでまいります。 

１０ページを御覧ください。事業主の方々に時間外労働の上限規制を遵守いただくため

には、建設業、自動車、医師の方々含めて様々な支援を行っていくことが重要です。引き

続き、今年度と同様に、さらには、それ以上に取り組んでまいります。また、取引適正化

の観点からしわ寄せ防止にも取り組んでまいります。 

労働基準監督署の基本任務である労働条件の確保につきましても、しっかり取り組んで

まいります。 

１１ページを御覧ください。労働災害防止につきまして、「死亡災害ゼロ・アンダー

２，０００みえ推進運動」を展開し、労働災害防止にしっかりつなげてまいります。 

１２ページを御覧ください。労働災害防止は、業種種別、災害種別に取り組んでいくこ

とが重要であると考えています。令和８年度は、製造業、建設業、道路貨物運送業、小売

業、社会福祉施設の５業種に対し重点的に取り組んでまいります。また、行動災害である

転倒災害や腰痛、機械などに挟まれる、墜落・転落が、発生が多い事故の型ですので、こ

うした災害の防止に重点的に取り組んでまいります。 

また、労働安全衛生法の改正が順次行われます。これらの改正事項につきましても、順

次しっかり周知して、遵守徹底を図ってまいりたいと考えています。 

高年齢労働者の災害防止も、重要課題の一つとして掲げさせていただきました。 

労働安全衛生法は、労働者のみならず、同じ現場で働く個人事業主の方を含めた同じ作

業者の方々にも適用されます。このため、個人事業主の方々にも同様の安全衛生確保措置

が必要であるということを、作業の従事者、事業者、発注者にもしっかり周知し、その確

保を図っていきたいと考えています。 

１３ページを御覧ください。メンタルヘルス対策については、 ５０人未満の事業場に

おけるストレスチェックの実施の義務化に向けた準備のための周知をしっかり行ってまい

ります。化学物質ばく露防止対策、熱中症予防対策についてもしっかり取り組んでまいり

ます。  

迅速、適正な労災保険給付につきましても、令和 8年度も引き続き、しっかり取り組ん

でまいります。私からの説明は以上です。 
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【三重労働局職業安定部 職業安定部長 山口】 

職業安定部長の山口でございます。平素より職業安定・人材開発行政にご理解とご協力

賜りまして誠にありがとうございます。それでは私の方から説明させていただきます。着

座にて失礼します。 

まず、三重労働局の取組状況、こちらの横置きのスライドの５ページをご覧ください。

５ページの第２人材確保の支援の推進というところでございます。(１)医療・福祉・建

設・警備・運輸など人手不足の分野に対するマッチング支援についてでございます。ハロ

ーワーク津に「人材確保コーナー」というものを設置しておりまして、関係団体と連携を

図りながら、マッチングを行っています。左下の４つの人材確保コーナーの実績となりま

すけれども、対前年でみて就職件数３９７から４２９に増加、充足数については集中的な

採用支援に取り組んだというところもありまして、 ５３９から４６７に低下をしていま

すけれども、注釈の※１に記載させていただきましたとおり、充足率という指標がありま

すけれども、こちらは増加傾向にあります。(２)のハローワーク職員のキャリアコンサル

ティング機能の充実等の取り組みも着実に進展しています。 

おめくりいただきまして６ページ、第３ リ・スキリング、労働移動の円滑化ついてで

ございます。(１)教育訓練給付金の支給状況をご説明します。教育訓練給付金は雇用保険

に加入している方のスキルアップを支援する制度となっておりまして、厚生労働大臣が指

定する講座を受講していただきますと一定の給付が支給されるということになっておりま

す。令和８年の１月末時点は一般・特定一般の受給者数が９２４ 、専門実践につきまし

ては７５２ということになっておりまして、前年同期と比較するといずれも増加傾向とな

っております。こちらにつきましては、三重労働局で対象となる講座のリーフレットを独

自に作成しているものがございまして、見直しを加えつつ、引き続き、周知を行っていき

たいと思います。(２)デジタルの職業訓練です。公共職業訓練、こちらは失業給付を受け

ている方などの離職者訓練となります。それから求職者支援訓練は就職率を上げていくと

いうことが課題になりまして、訓練の受講状況の数字というのは記載のとおりです。昨年

夏、本審議会の使用者委員、経済団体の皆様にも周知にご協力いただきながら労働局でア

ンケートを実施させていただいております。これを訓練施策に活かすとともに、職業訓練

受講者の採用に積極的な企業様には求人をお願いしているというところでございます。 

続きまして７ページ(３)の人材開発支援助成金です。先ほどまでの施策は個人のリ・ス

キリングを想定するというものですけれども、こちらは企業内人材育成を推進するものと

なっております。事業展開等リスキリングに関する支給実績を書かせていただいておりま

すけれども、こちらは新規事業展開のほかＤＸ推進、グリーン・カーボンニュートラル化

のために必要な訓練経費、それから訓練期間中の賃金の一部を助成するものとなっており

ます。こちらにつきましては昨年４月から賃金助成率が引き上げられたこともありまし

て、また添付書類の簡素化がなされたということもありまして、前年度比で大きく実績に

ついても伸びているところです。企業内人材育成についても、引き続き推進してまいりま
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す。同じページ ２の下の部分、労働移動の円滑化についてです。ｊｏｂ ｔａｇの説明

となりますけれども、職業適性検査や職業の詳細な情報提供を行うものとなっておりま

す。「しょくばらぼ」は職場の雇用管理を積極的に改善している企業が一覧できるサイト

となっております。こちらについても周知を進めてまいります。 

おめくりいただきまして、８ページをお願いいたします。多様な人材の活躍促進につい

てです。(１)は高齢者の就労による社会参加の促進に関する説明となります。①の６５歳

までの高年齢者雇用確保措置ですけれども、こちら法律に基づき義務となっておりまし

て、実施企業の割合は１００％となっております。それから②の７０歳までの高年齢者就

業確保措置、こちら令和２年高年齢者雇用安定法の改正で努力義務とされているものです

けれども、実施状況としては３９．４％となっております。こちらも引き続き周知してま

いります。 

おめくりいただきまして９ページです。③ハローワークにおける生涯現役支援窓口につ

いてです。こちらは県内７箇所のハローワークに設置した窓口で、就労経験や就労ニーズ

を踏まえた支援を行っているところでございます。対前年同期と比較して就職件数は減少

しておりますけれども、就職率については成果を上げているという状況です。④番右側で

すけれども、シルバー人材センターなどの地域における多様な就業機会の確保です。こち

らにつきましては、高齢者の多様な就業ニーズを踏まえて、臨時的・短期的な就業を希望

される方にシルバー人材センターのご案内をさせていただいております。 

おめくりいただきまして１０ページをお願いいたします。障害者の就労促進についてで

す。１つ目のポツはハローワークによる障害者の求職者向け支援です。紹介件数は、令和

７年度（令和８年）１月末時点で４，２９８、前年度数４，７９２となっておりまして、

それから就職件数についても１，４２２人、前年度数１，５６０人でいずれも減少という

ことになります。こちら、昨年相次いだＡ型事業所の規模縮小などの影響が大きくて、今

後大きく減少し続けるものではないものと考えられますが、三重県全体でみたときに就労

先が減少しているということに変わりはございませんので、ハローワークではこれに代わ

る新たな就労先の開設などにも取り組んでおります。２つ目のポツ、企業向けチーム支援

につきましても前年同期以上の成果を上げております。３つ目のポツ、障がいがある学

生・生徒のための企業説明会というものも年１回開催しておりまして、企業・学生に加え

て就労移行支援事業者の皆様にもご参加いただいて定着支援にも力を入れております。右

半分の①番の「もにす認定制度」でございます。こちらは、障がい者の雇用に関する優良

な中小企業を大臣が認定する制度となっております。現在３１社となっています。②です

けれども精神・発達障害者しごとサポーター養成講座というものもありまして、こちらは

職場において同僚ですとか上司がその人の障害特性について理解して必要な配慮をいただ

くというものとなっております。多くの民間企業、公的機関様にご利用いただいておりま

す。 

続きまして、 １１ページでございます。外国人雇用についてです。①の外国人求職者
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等に対する就職支援についてです。具体的には就職状況の表になりますけれども、新規求

職者については昨年度より減少傾向にありますけれども、就職件数については増加が見ら

れ、就職率としては向上が見られるという状況です。②です。こちら企業向けの雇用管理

の話となります。白ポツの１つ目の中にある黒ポツの１つ目、こちら外国人を雇用してい

る事業主への支援となります。外国人雇用管理アドバイザー、こちらが外国人雇用届出制

度ですとか、外国人雇用管理指針の周知・啓発を行っております。黒ポツ２つ目、ハロー

ワークにおいても外国人留学生の雇用にかかる適正な管理の実例を紹介しております。白

ポツの２つ目ですけれども、こちら労働施策総合推進法に基づいて行っている外国人雇用

管理指針に基づいて事業主指導を行っております。訪問指導の実施状況は表のとおりとな

っております。昨年度を上回る進捗率で着実に推移しております。 

おめくりただきまして、 １２ページをお願いいたします。①のですね、新規学卒者等

への就職支援というところです。新規高等学校卒業者の求人数は対前年度で微減していま

す。就職者側の指標である、就職希望者数と内定者数につきましては、こちらも少し減少

しているという状況です。学卒者向けの支援につきましては、就職支援ナビゲーターとい

うものがおりまして、個々人の課題に応じた就職支援というものを行っております。②で

す。就職氷河期世代と中高年層に向けた就労支援ですけれども、専門の窓口を四日市に設

置しておりまして、県内４箇所にある「地域若者サポートステーション」との連携を含め

てハローワークにおいて就労に必要な支援を実施しております。下期は合同企業説明会で

すとか、企業セミナーというものを実施しております。 

おめくりいただきまして１３ページをお願いいたします。こちらの２の(２)の部分です

けれども、マザーズハローワークという事業がありまして、こちらは就職支援の強化をし

ております。県内４箇所に設置しておりまして、こちらは子ども連れで来所しやすい環境

整備をして、オンラインサービスを活用しながら求職者向けサービスを提供するものとな

っております。実績ですけれども、令和７年度というのは、対前年度比で、新規求職者

数、それから就職件数、いずれも増となっておりまして、また右側の表ですけれども、オ

ンラインの活用というものも着実に進んでいるというところがありますので、引き続きオ

ンラインサービスの周知と提供を推進して、就職支援でも成果をあげていきたいと思って

おります。 

少しとびまして、一番最後の２２ページになります。これは地方自治体との一体的実施

事業になりまして、地方公共団体の福祉事務所とハローワークが一体となって、地方公共

団体にハローワークの常設窓口を設置させていただいて、生活保護受給者をはじめとし

た、生活困窮者等を対象として雇用と福祉のワンストップ型サービスを提供しているもの

となります。こちらは首長と労働局長の間で協定締結がなされている四日市と松阪で実施

をしております。合計でみたときには、前年同期よりも支援対象者数、それから就職者

数、いずれも少し減少しているというところになります。 

次に行政運営方針の説明をさせていただきます。２ページをご覧ください。人手不足対
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策の２ページでございます。１の(１)の①にありますとおり、令和８年度は、医療・福祉

ささえる求人充足プロジェクトというものを実施させていただきます。こちらは、医療施

設、介護施設、保育所のアウトリーチ支援に重点的に取り組むものです。それから②番の

建設、運輸、警備などその他の人手不足分野につきましては、ハローワーク津に設置して

いる人材確保コーナー、こちらでも引き続き人材確保の充実を図ります。(２)雇用仲介事

業についてです。こちらは、昨年から就職時のお祝い金という名目で金品を事業者が労働

者に対して提供すること、自ら紹介した就職者に対して２年以内の転職を促すことの禁止

等が職業紹介事業の許可の条件とされております。労働局としてはあらゆる機会を通じて

周知を行うとともに、適正な指導監督を実施してまいりたいと思っております。(３)ハロ

ーワークにおける求人充足サービスの充実についてです。こちらはオンラインの利用であ

る求人提出の利便性・効率性の確保を推進するとともに、それと同時に求人事業所に対し

て、魅力ある求人票の作成支援なども合わせて充足を図っていきたいと思っております。 

３ページの第３ですけれども、リ・スキリング、労働移動の円滑化の（１）教育訓練給

付についてです。こちら、雇用保険に加入している方のスキルアップを支援する制度です

けれども、こちらにつきましては引き続き周知してまいります。それから２段落目に書か

せていただいておりますけれども、改正雇用保険法によって創設された雇用保険被保険者

が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合の、訓練期間中の生活費を支援する教育訓

練休暇給付金、雇用保険被保険者以外の方に対して教育費用、生活費を融資するリ・スキ

リング等教育訓練支援融資制度というものもございまして、こちらについても引き続き周

知を行ってまいります。(２)です。キャリア形成・リスキリング支援センターなどにおい

てキャリアコンサルタントによるジョブ・カードの活用等を通じた相談支援を行ってまい

ります。(３)です。求職者支援制度も引き続き活用を推進してまいります。(４)です。ハ

ロートレーニング（公的職業訓練）ですけれども、国の重点施策であるデジタル人材の育

成、加えて介護分野など、人材ニーズが顕著な分野においても力を入れてまいります。

(５)人材開発支援助成金についてです。こちら労働者の職業能力の向上をはかることを趣

旨としている助成金となっており、先ほどご説明しました「事業展開等リスキリングコー

ス」、これに加えて、職務に関連した１０時間以上のＯＦＦ－ＪＴ（ＯＦＦ－ｔｈｅ－Ｊ

ｏｂ Ｔｒａｉｎｉｎｇ）を行う「人材育成支援コース」。それからデジタル人材・高度人

材を育成する訓練を実施した場合に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する「人

への投資促進コース」。こういった企業内人材育成を推進するものとなっておりまして、

これらについても資料記載の通り制度の見直しは行われております。こちらについても引

き続き推進してまいります。 

続きまして４ページをお願いいたします。「ｊｏｂ ｔａｇ」「しょくばらぼ」は、先ほ

どご説明申し上げましたとおりでございます。そちらについても引き続き進めてまいりま

す。(２)キャリアコンサルティング機能の充実です。先ほども少し前に説明させていただ

きましたけれども、われわれハローワークの専門性の中心となる部分だと思いますので、
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キャリアコンサルティングについては、民間資格、国家資格いずれもございますので、職

員の資格取得に取り組むことで、より質の高いサービスの提供につなげてまいりたいと思

います。(３)地域雇用の課題への対応です。現在、三重県、桑名市、鈴鹿市、津市、伊勢

市、四日市市、松阪市と協定を締結しておりまして、この協定に基づく運営協議会で毎年

事業計画を決定しております。引き続き推進してまいります。また、昨年１０月から志摩

市が「地域雇用活性化推進事業」の対象地域として採択されましたので、引き続き地域雇

用の課題への対応に向けて取り組んでまいります。 

次のページ、 ５ページです。第４の(１)高齢者の活躍促進についてです。こちらは、

先ほどご説明申し上げました努力義務となっている７０歳までの就業確保措置の周知を推

進してまいります。また、県内７箇所に設置している生涯現役窓口で職業生活の再設計の

支援などに取り組んでまいります。加えて、「ジョブ産雇」、公益財団法人産業雇用安定セ

ンターとも連携しながら高年齢求職者のマッチング支援を強化してまいります。また、３

段落目については、新規の取組のお知らせとなります。ハローワーク四日市に高齢者を主

な支援対象者とする課題解決、マッチング強化のためのコーナーを新設しまして、高年齢

求職者にきめ細やかな就職支援をさらに効果的に行っていく方法を検討していきます。具

体的には、担当者制として支援対象者にキャリアコンサルティングを行って、自己理解、

仕事理解を促進するとともに、応募書類の作成支援、面接指導、セミナー、就職面接への

積極的な参加の呼びかけ、求職者ニーズに応じた個別求人開拓など、一人一人に寄り添っ

た求職者支援を展開してまいります。（２）障害者の就労促進についてです。こちら三重

県と策定しております「障がい者雇用推進のための取組指針」というものがございます。

この指針に沿った取組の一例を申し上げますと、県のトップである知事と労働局のトップ

である労働局長が企業に訪問して、障害者雇用促進に向けた要請をするという取組をして

おります。それから①法定雇用率についてですけれども、今年の７月から２．７％へのさ

らなる引き上げというものがございますので、そちらも周知に力を入れてまいりますとと

もに、引き続き、ハローワークでの採用準備から職場定着までの一貫したチーム支援など

を実施してまいります。②精神障害者、発達障害者、難病患者である求職者について、ハ

ローワークに専門の担当者を配置することで、多様な障害特性に対応した就労支援を推進

します。また、「もにす認定」の内容は、先刻ご説明申し上げたとおりですけれども、引

き続き周知に努めます。  

６ページをお願いいたします。外国人雇用対策についてです。こちらにつきましても、

①留学生の就職支援に取り組むとともに、②事業主向け施策、雇用管理の改善に努めてま

いりたいと思います。(４)多様な課題を抱える新規学卒者、若年者、中高年層への支援に

ついてです。こちらの①については、引き続き取り組み続けてまいりたいと思います。②

ユースエール認定、若者の採用・育成に積極的で雇用管理の状況が優良な中小企業主を認

定する制度となっています。こちらも引き続き取組・周知を進めてまいります。それから

③ですけれども、就職氷河期世代につきまして、今、対象者を拡充して就職氷河期世代を
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含む中高年層へ向けた支援として積極的な支援を進めているところでございます。それか

ら、地域若者サポートステーションの④ですけれども、こちら県内４箇所設置されており

ますので、ハローワークと連携して支援を進めてまいります。 

次のページ、 ７ページの(５)雇用保険制度の適正な運営についてです。給付・適用に

ついても適切に取り組みを進めてまいります。昨年、令和７年の１月からオンラインの失

業認定、それからマイナポータルを通じて離職者への離職票の直接交付というものもして

おりますので、オンラインについても引き続き進めてまいりたいと思います。それから同

じページの２の(２)マザーズハローワーク、一番下ですけれども、こちらの内容は先ほど

ご説明したとおりでありまして、引き続き取り組みを進めてまいります。 

続いて８ぺージですけれども、こちらの一番下の部分４の(１)②出生後休業支援給付及

び育児時短就業給付の活用というところです。こちらは制度改正で昨年４月から施行して

おります。出生後一定期間内の被保険者と配偶者がともに、一定期間以上の育児休業を取

得した場合の出生後休業支援給付、それから２歳未満の子を養育するための所定労働時間

を短縮して就業した場合に給付する育児時短就業給付、こちらも引き続き周知、円滑な支

給に取り組んでまいります。 

最後に、参考資料としてお手元に配布させていただいているリーフレット、「障がい者

の法定雇用率の引上げ」についての説明となります。ポイントとしては右側に書かせてい

ただいているとおり、民間企業の法定雇用率が令和８年７月から２．７％に引き上げるな

どの記載があります。こちらについては実際にハローワークの現場で一般的周知のために

配布しているものとなりますので、ご参考までに配布させていただきました。職業安定部

からは以上となります。 

 

【馬原会長】 

ありがとうございました。それでは、説明いただきました件につきまして、これからご

意見、ご質問を頂戴したいと思います。はじめに下田委員から事前にご質問をいただいて

おりますので、労働局から回答をお願いいたします。 

 

【三重労働局職業安定部 職業安定部長 山口】 

はい、ありがとうございます。職業安定部からご説明させていただきます。 

下田委員より、法定雇用率を達成することで、どの程度の就労需要を満たすことができ

るのか、現実を知ることで現行の活動をさらに強化するモチベーションという観点から、

県内に実際に就労している障害者の人数及び就職を希望される障害者の人数の合算と自治

体及び企業に義務づけられた法定雇用率の総数との関係についてお尋ねがありました。ま

ず、県内に実際に就労している障害者の人数については、障害者雇用状況報告というもの

をハローワークにご提出いただいておりますが、こちらの集計によりますと令和７年６月

の段階で、民間企業５，４６６人、公的機関では１，３４３人となっており、民間企業と
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公的機関の合計では６，８０９人となります。就職を希望される障害者の人数について

は、三重県内のハローワークにおける令和６年度の障害者の有効求職者数が４，８４９ 

件という数値もありますが、こちらは、集計上、在職者で転職のために求職者登録をされ

た方も一定数含まれております。また、障害者雇用が義務づけられた民間企業の労働者数

に法定雇用率２．５％を乗じたものは、５，４１９人となり、現在の雇用状況はこれを上

回る状況となっています。ただし、本年７月に引き上げられる法定雇用率２．７％を乗じ

たものは５，８５２人となり、５，４６６人との差は３８６人となります。それから公的

機関については、現在適用されている法定雇用率２．８％、三重県教育委員会は、２．

７％をそれぞれ乗じたものは、１，３４２人となり、現在の雇用状況はこれを上回る状況

となっています。本年７月に引き上げられる法定雇用率３．０％、三重県教育委員会は、

２．９％を乗じたものは１，４３９人となり、１，３４３人との差が９６人になります。

労働局といたしましては、引き続き、事業主に対しては、障害者雇用率達成指導に加え

て、専門アドバイザーによる就業環境の整備の支援を行うとともに、障害者に対しては、

専門機関とも連携した職業相談を行うなど、一人でも多くの障害者が活躍できる環境整備

に取り組んでまいります。以上でございます。 

 

【馬原会長】 

ありがとうございます。下田委員よろしいですか。 

 

【使用者代表委員 下田】 

ありがとうございます。そうすると概数ですけれども、今の法定雇用率は多くの企業、

また公務員の方も雇用しておられて、ほぼ達成している。ただ、やはりまだ４，８４９人

の方が就職を希望されているということなので、法定雇用率をクリアしても、相当数の求

職者が存在しているんだということを理解しました。ということなので、われわれはやは

り法定雇用率というのを、一つの目標というか、それをクリアすること、維持することと

いうのが前提で採用活動、雇用を維持しているんですけれども、実はそこがゴールじゃな

くて、もっと高いところにあるということを知ることができましたので、引き続き積極的

にやっていきたいと思います。ありがとうございます。 

 

【三重労働局職業安定部 職業安定部長 山口】 

ありがとうございます。引き続き、取組を続けてまいります。 

 

【馬原会長】 

では、事前の質問に関しては以上でございます。それでは、ここからご出席の皆さんか

らご意見を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。では田中委員お願いします。 
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【使用者代表委員 田中】 

経営者協会の田中でございます。３点ほどお伺いいたします。まとめて質問させていた

だきますが、まず、８年度の行政運営方針６ページの（４）の①、新卒応援ハローワーク

におけるとなっておりますが、新卒とか学生にとっては、ネットのナビというのが、ほぼ

常識となっている中で、どういった形で新卒の応援活動をアピールしているのかというこ

とです。また、ハローワークとして、どの程度、例えば紹介実績など、何か数値化されて

見えるものがあるのかどうかということを教えいただきたい。 

次が８ページ、総合的なハラスメントの防止対策の推進ということですが、先日新聞に

も出ておりましたが、警視庁においてフキハラ（不機嫌ハラスメント）に対する処分があ

ったという記事がありましたが、最近ハラスメントの種類というのは、様々で、雰囲気で

何でもハラスメント化していくといったような傾向があります、とくに職場の人間関係に

対するものが多いと思いますが、こうした防止措置の指導に当たって、こういった、言う

なれば何でもありといった傾向に対して、（ハラスメントとそうでない）線引きなど、今

後どのように対応していくのかというところです。 

それともう一点、同じ８ページの下ですが、先ほど均等室長のお話にもありましたが、

病気支援等の両立支援助成金の活用推進が出ておりますけれども、前日のニュースを見

て、三重県は残念ながらジェンダーギャップ指数の中で、経済においては、全国最下位４

７位となってしまいました。（改善のためには）こういった対策ばかりではないかもしれ

ないですが、総合的には、職場復帰や継続を促すためには、こういった助成金が、非常に

助けになるかと思います。三重県の助成金の利用率は、他の地域に比べてどのような状況

であるのか、何かデータなど掴んでいるのかどうか。例えば三重県、残念ながら低調なの

かといった状況が、もし、わかれば教えいただきたいと思います。以上です。 

 

【三重労働局職業安定部 職業安定部長 山口】 

まず１点目の新卒の応援の施策についてのお尋ねについて、職業安定部からお答えを申

し上げたいと思います。こちらにつきましては、まず課題の捉え方としましては、かなり

早くから就活をうまくやっている方もいれば、どうしても出遅れてしまって就活がうまく

いっていない方もいるという話が聞かれるところでございます。新卒応援ハローワークは

アスト津に拠点を設けさせて取り組ませていただいておりますけれども、就職支援として

一般的に想定される職業相談ですとか、それから履歴書の添削といったものに加えまし

て、面接の模擬面接というものも実施させていただくとともに、これは少人数のグループ

で就職支援セミナーを行う就活クラブという取り組みもありまして、こちら正社員を目指

す若者を対象に、就職支援セミナー、グループワーク、個別相談を通じて社会に出る自信

をつけて主体的に就職活動をできるような支援というものもあります。それから臨床心理

士で専門家の方が心理サポートをしておりまして、就活の疲れですとか悩みでモチベーシ

ョンが下がってしまったとかそういったことがあったときに心の支援というものも含めて
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支援させていただくというような取り組みをしております。数値については、今持ち合わ

せておらずちょっとこの場ではご説明できないので、改めてということにさせていただけ

ればと思います。この新卒応援ハローワークの周知方法ですけれども、ホームページ、ハ

ローワークでのご案内、大学のキャリアセンターを通じた周知というものを行っていま

す。 

 

【三重労働局雇用環境・均等室 雇用環境・均等室長 矢島】 

私の方からは、 ２点目、３点目のご質問について回答させていただきます。 

まず２点目のご質問につきましては、現行法ではセクシュアルハラスメント、それから

妊娠出産等に係るハラスメント、それから育児介護関係の制度を利用したこと等に関する

ハラスメント、それからパワーハラスメントが現行法で定められているところでございま

す。令和８年１０月からは、これにカスタマーハラスメントと求職者等に関するセクシュ

アルハラスメント対策というのが加わるというところでございます。 

確かにアルハラですとか、非常にいろんなハラスメントを聞きますけれども、法律で定

められている部分につきましては、それぞれの定義がございまして、それに基づいて、と

いうところがございます。ただやはりそういった、実際にこれはハラスメントなのかとい

う微妙なところにつきましても、実際に例えば事業主の方と労働者の方とで紛争が生じて

いるような場合もあると思いますので、広くなるべく相談の方は受けていただき、その

後、それを会社として、双方から詳細な情報を聞き取り等をして、どのように判断するか

というところではあると思います。 

法律では、会社が予め、こういったハラスメントをしてはいけないですと周知すること

とか、実際にそういうことが起きたらどのように対応するかですとか、相談窓口を設け

る、相談があった場合には迅速に対応すること、そしてハラスメントと判断された場合に

は、適切な対応を行うことですとか、プライバシーの保護とか不利益な取り扱いの話です

とか、そういった措置について法律で定められたところを、適切に対応していただくとい

うことが求められるところでございます。中にはやはり会社として判断した結果、これは

ハラスメントには該当しないということもあると思うんですけれども、それはそれで一時

的には会社がそういった判断をするということです。そもそも適切に法律に沿って対応し

ていただいていない、法律、措置義務も果たしてないですとか、紛争が発生した場合、当

局でも対応しているところでございます。 

それから３点目でございますけれども、両立支援とジェンダーギャップについて、（ジ

ェンダーギャップ指数が）三重県は最下位ということで、そのジェンダーギャップの問題

には、仕事と育児・介護の両立という問題があるかと思いますけれども、両立支援等助成

金につきましても、様々な場面で会社様を訪問する際等併せて周知させていただいてお

り、活用を促しているところでございます。ちょっと具体的な数字等はすぐ申し上げられ

ないのと、全国の件数はちょっと把握してない、公表されてないものですから、三重県が
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低調かどうかというのがちょっと申し訳ないんですけれども、公表はされてないところで

ございますが、様々な場面でこういった制度がありますので活用いただきたいというお話

はさせていただいているところでございます。 

 

【馬原会長】 

ありがとうございます。他、いかがでしょうか。喜多委員お願いします。 

 

【使用者代表委員 喜多】 

「えるぼし」と「くるみん」について申し上げたいと思います。資料の１３ページに

「えるぼし」の認定件数、それから「くるみん」は１５ページに載せていただいてたんで

すけれど、印象としてはあんまり伸びてないんじゃないかなというふうに思いましたの

で、ちょっと全国的にはどうなっているのかなと思って、調べてみたんです。そしたら三

重県が作っている資料で、厚生労働省の資料数値と、企業数に対するえるぼし取得企業比

率っていうのが出てきてですね。それを見ると三重県、全国平均以下なんですけど、一番

ダントツに東京が取得率高くってですね、実は東京以外の県で平均に達しているのはほぼ

なくて、岩手県だけが全国平均に達しているというような表が出ていました。それで三重

県は全国平均よりも相当低いんですけど、近県では新潟とか富山とか石川とか福井とか、

全国平均に迫るえるぼし取得率が高いというようなものがありました。くるみん認定の比

率はこれも断トツに東京が高いんですけど、東京都とはなかなか三重県と比較のしようも

ないと思うんですけど、実は地方の県でも、徳島県とか滋賀県とか、北陸の方の富山とか

石川とかは平均を超えていて、三重県はちょっと取得の平均には達してないんですけど、

地方でそういう成果を上げている県の取り組みは一体どうなっているのかというのは、調

べてみる価値があるのじゃないかなというふうに思いました。もし今後いろんな取り組み

されるときにそういう今申し上げたような岩手とか北陸の各県とか、くるみんで言えば、

滋賀とか徳島とかですね。そういったところで何か参考になるようなものがあれば、三重

県も何かいい方向に向かういいヒントがあるのではないかなと思いましたので、発言させ

ていただきました。以上です。 

 

 

【三重労働局雇用環境・均等室 雇用環境・均等室長 矢島】 

ありがとうございます。確かにえるぼし・くるみんとも、実は三重県内の１０１人以上

３００人以下の企業数が令和７年４月末時点で４４２社、３０１人以上は１７７社となっ

ておりまして、そのうちの認定件数がこちらに記載のとおりでございまして、東京はとも

かく他局の事例等も確認、参考にさせていただきつつ、積極的に取り組んでまいりたいと

思います。どうもありがとうございます。 
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【馬原会長】 

よろしいですか。できれば、次回に報告いただけるとありがたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

 

【三重労働局雇用環境・均等室 雇用環境・均等室長 矢島】 

はい、ありがとうございます。 

 

【馬原会長】 

他いかがでしょうか。はい、では、お願いします。 

 

【労働者代表委員 藤田】 

地方版政労使会議ついてですが、昨年より、時間をたくさんいただき、ありがとうござ

いました。そういった中で、今回の取り組み報告にもあり、私も出席させていただいてお

りましたが、人材確保につながっている事例発表等や、共同メッセージの発出など、大変

有意義な会議であったと思います。今後、マスコミ等にさらにＰＲしていただいていただ

ければと思いますので、よろしくお願いします。 

 

【三重労働局雇用環境・均等室 雇用環境・均等室長 矢島】 

ありがとうございます。賃金引き上げに向けた支援につきましては、引き続き最重点の

課題の一つでございますので、引き続き来年度以降も、地方版政労使会議につきまして、

積極的に努めてまいりたいと思います。またマスコミの活用につきましても、ご意見あり

がとうございます。また、いろいろと検討してまいりたいと思いますので、ご協力をどう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

【馬原会長】 

よろしいですか。他いかがでしょうか。どうぞ、村田委員。 

 

【使用者代表委員 村田】 

２点教えていただきたいと思います。まず１点目は、人手不足が深刻化しており、三重

県でも外国人の方の労働者が増えていることを実感しております。取組状況の資料の１１

ページで外国人求職者等に対する就職支援等の表で、令和７年度は前年に比較して新規求

職者が減少していますが、就職件数は増加し就職率としては上がっていますというご説明

をいただきました。新規求職者数が減少している要因はなにが考えられますか。 

また、外国人留学生に対する就職の支援も今後の取り組みの中でされるということです

が、日本で働くにあたって何を重視しているとか、ヒントみたいなものがあるのであれば

教えていただきたいです。 
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２点目は先ほどから、ジェンダーギャップ指数のお話がたくさん出ています。県をあげ

て取り組んでいる中で、最下位に下がったというのはすごく残念に思っています。企業側

としましてもこの格差を埋める工夫や努力はしているものの、三重県特有の低調な要因

と、それに対して独自のお取り組をお考えでしたら教えていただきたいと思います。 

 

【三重労働局職業安定部 職業安定部長 山口】 

外国人雇用について、職業安定部からご説明をさせていただきたいと思います。まず①

番の外国人求職者の部分なのですけれども、日本で働かれる外国人の方は、ビザの関係で

いくつかのグループに分けられまして、三重県はいわゆる日系人の方々が身分に基づく在

留資格で日本に入ってこられて、ハローワークの窓口でも仕事探しをされる方が多くいら

っしゃって、就職活動の支援をさせていただいているというところです。数字について

は、就職件数は上がって新規求職者を減っているというところで、詳細な分析はできてい

ないのですけれども、雇用情勢に改善の兆しがみられているということで理解できるので

はないかと思っております。それから外国人留学生の方が大学で専門的な勉強をした上

で、引き続き、日本で働くという希望をお持ちの方々の就労環境を整備していくというこ

とが重要かと思っております。我々の資料で申し上げますと、この雇用の実例というとこ

ろにありますけれども、例えば、外国人留学生を採用するといった場合に、どういうよう

な処遇やキャリアパスとするのがよいかといった、先行する実例のようなものを紹介する

という形でご紹介をさせていただいております。 

 

【三重労働局雇用環境・均等室 雇用環境・均等室長 矢島】 

ご質問ありがとうございます。非常にその三重県のジェンダーギャップのことにつきま

しては、三重県独自の理由というところについて、これが正解かはちょっとなんとも言え

ないんですけれども、三重県の女性の就業率はそんなに低くないというか、高い方なんで

すけれども、非正規の方が多いという特徴があるというところと、あとちょっとこれも三

重県のデータから見たことがあるんですけれども、不本意ではない、本意で、自分から納

得して非正規（雇用を選択した）方が多いという状況を聞いております。それから、管理

職の比率が高いわけではない、ですとか、男性と女性の家事育児時間の違いがやはりかな

りあるというところも課題としてはあるのかなと思っているところです。なかなかその労

働行政だけで、アンコンシャスバイアスの問題とかもございまして、何て言うんでしょう

か、解決できる部分と、解決につながる施策だけでもないものですから、三重県とも議論

しておりまして、課題に向けた解決につなげていきたいところです。 

独自というわけではないんですけども、労働局としては、なんでその差があるんだろう

っていうのを、もうすでに各会社さんは努力いただいているんですけれども、公表してい

る情報等をまず洗い出していただいて、その背景にある問題を深掘りしていっていただく

という、本当に法律どおりになってしまうんですけども、そういった地道な取り組みをや
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っていっていただくのが、なんていうんでしょうか、一番の近道というか、それが基本的

なことなのではないかと考えておりまして。例えばその管理職比率が低いという背景に

も、そもそも採用が少ないのか、その管理職になるための、例えばその営業職を経ないと

管理職になれないとか、そういったような何か制度的なことがあるのかとか、あるいは勤

続年数の短いのかとか、いろんなところの課題があると思うんですけれども、それを個々

に深掘りしていっていただいて、改善に向けて一つ一つやっていっていただくというとこ

ろに尽きるのかなと考えているところでございます。 

そのためのツールもいくつか厚生労働省の方では、データベース、女性活躍データベー

スもそうですけれども、そういったものも準備させていただいておりますのと、伴走型支

援のようなものも今年度やっているところでございまして、ちょっとまだ来年度は決まっ

ていないんですけれども、そのようなところで取り組んでいるところでございます。引き

続き、丁寧に今後も履行確保を図っていきたいと考えております。 

 

【使用者代表委員 村田】 

ありがとうございます。非正規を選ばれている方が多いとか、管理職になりたがらない

方が多いなど、複数の要因に対して地道な努力が必要だということを改めて感じました。 

 

【馬原会長】 

確かに法の執行などは大事なことと思うんですけども、これを問題とするのであれば、

今までとは異なったアプローチとか考えないと、なかなか問題の解決は難しいという感想

を持ちました。私は国立大学行政法人の教職員ですが、管理職の比率が一定数以上に達し

ていないので罰金を取られております。もともと女性の教員数の絶対数が少ないので、達

成がなかなか難しいというのは、非常によくわかります。今の時代、大学の教授は女性を

優先して採用することが多いのはこういう理由なんですが、将来に向けて何か手を打つと

いうことをやらなきゃいけないと感じています。他にご意見ありますでしょうか。 

 

【公益代表委員 石井】 

フレンテの石井です。今の件に関わっていて、意見ではないんですけど、情報共有と感

想みたいな感じになりますけど、男女共同参画社会基本法に基づいて推進計画というのが

いつも出されるんですけど、実はこの１２月年度内に第６次の推進計画が出される予定だ

ったんですけど、閣議決定なされずに決定はされてないんですが、おそらく近いうちには

決定されるのかなと思います。その第 6次推進計画とこれまでの第 5次を見た時に第５次

の計画は女性中心だったんです。例えば女性が働きやすいとか、女性の賃金の格差とか、

女性のための制度確立とかですけど、第 6次のパブコメ後の案を見ますと、同じようなこ

とをさらに強化してるんですけど、変わってきてるなって思うところがあります。それは

まず、全体の基本姿勢が、第５次は女性活躍重視って出てたんですけど、今回は社会全体
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のウェルビーイングっていうことで、社会全体、地域を巻き込む、おそらく地域、地方か

ら都会への人口流出とか、そういう問題もあると思うんですけど、地域を巻き込んでの推

進計画になっているなというふうに思っています。また働き方についても、前は女性の両

立支援でしたけど、今回は男女共に両立支援となっています。最近男性の働き方や家族の

姿もすごく変わってきていて、今、単身世帯がもう３８％ぐらいだと思います。３割は超

えていると思います。さらに５０歳で未婚の男性の率も３０％に近くて２８.何パーセン

トぐらいになったかと思います。その３０％に上る勢いで、男性の未婚率が上がっていま

す。そのように男性の人生っていうんですかね、人生の変化があることによって、今まで

女性だけに視点を向けてた男女共同参画は、別に女性のためのものではないんですけど、

もっともっと男性の生きづらさとか、男性の人生変化、ステージライフとかを可視化して

いく必要があるんじゃないかなと考えています。例えば、先ほど言いました賃金格差もそ

うなんですけど、女性のための制度をどれだけ作っても男性の働き方が変わらないと、夫

婦で働いている人であったら、女性の制度がどれだけできても、男性の働き方が変わらな

かったらそれが使えない、制度が使えないことになり、制度の意味もなくなりますし、ま

た男性のための制度ができてきているのに、男性がそれを取れない。男性はこういうふう

に働くべきとかいう、これまでの慣習とか、バイアスとかで取れないっていうのがある

と、結局いろんなところがいろんな視点から支援とか施策とか制度とか整備していくんで

すけど、うまくいかないということになるのかなと思って。ジェンダーギャップ指数、経

済分野は三重県はすごく低くて、格差は本当に大きいんです。男女の賃金格差は大きいん

ですけど、三重県の労働者の男性給与、女性給与ってそんなに全国に比べて低くはなく

て、真ん中へんぐらいにあると思います。ですので、もしかしたら自らが非正規を選んで

いる女性の方にとっては、もしその人にパートナーがいたら非正規の給料でもやっていけ

るのかなとか、そういったところもフレンテでは見ています。ですので、これからの男女

共同参画を考える上では、男性の働き方とか、男性の生き方にも視点を当てて、一緒に考

えていく必要があるんじゃないかなと考えています。そうすることで、ジェンダーギャッ

プも少し軽くなるんじゃないかと思って、フレンテでは来年は男性向けの講座も少し趣向

を変えてやってみたいなと思っています。以上です。 

 

【馬原会長】 

労働局からコメントございますか。 

 

【三重労働局長 石田】 

私からコメントさせていただきます。三重県の産業は製造業が中心で比較的賃金水準が

高く全体の賃金水準を押し上げる結果となっていますが、女性の進出が少ないために三重

県のジェンダーギャップ指数が低くなっていると言われているところもございます。委員

のおっしゃるとおり、男性の子育て参加が女性の継続就業に繋がり、勤続年数が長くなる
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ことで昇進等によって賃金水準の差が男性と比較して縮小していくのではないかと考えら

れます。先ほど雇用環境・均等室長がお話をさせていただいたとおり、近道はないのでで

きるところから実施していくしかないと思っています。男性の育児休業取得率は伸びてき

ておりますし、共育ての意識がどんどん浸透していくのだろうと思います。我々労働局

は、ジェンダーギャップの解消に向けて労働施策の中でできることを積み重ねいきたいと

考えています。 

 

【馬原会長】 

他にご意見のおられる方は。ございませんか。ないようでしたら、質疑と意見交換は終

了したいと思います。行政運営方針案につきまして、修正意見はないようですので、令和

８年度の三重労働局行政運営方針はお示しいただいた案で作成していただければと思いま

すが、これでよろしいでしょうか。ありがとうございました。 

それでは以上をもちまして、議事が終了いたしましたので、事務局にお返しいたしま

す。 

 

【三重労働局雇用環境・均等室 藤田】 

馬原会長、ありがとうございました。それでは、最後に、三重労働局総務部長東からご

挨拶いたします。 

 

【三重労働局総務部 総務部長 東】 

委員の皆様には、本日も、長時間にわたりご審議いただきまして誠にありがとうござい

ました。また、令和８年度三重労働局行政運営方針案につきましても、ご承認いただきあ

りがとうございます。なお、行政運営方針案につきましては、厚生労働本省から示された

方針案を踏まえて作成しているものですが、まだ国会で予算案の審議中ですので、その状

況などによっては若干の変更が生じ得ることについてお含みおきいただきたく存じます。 

また、本日、ジェンダーギャップ等についてご意見を頂きました。いずれについても、

私どもが地域の総合労働行政機関として期待される役割を果たしていくにあたり大変貴重

な御意見であり、参考にさせていただきたいと思います。 

本日は、どうもありがとうございました。 

 

【三重労働局雇用環境・均等室 藤田】 

これをもちまして、令和７年度第２回三重地方労働審議会を終了いたします。事務局か

ら一点お願いがございます。年度替わりの時期でもあり、委員の方で４月以降、異動等が

ございましたら、その旨、事務局である雇用環境・均等室までご報告いただければ幸いで

ございます。それでは、本日はどうもありがとうございました。 


